
規 則

�愛媛県規則第５号
愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広
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告 示

�愛媛県告示第６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より、介護機関を次のように指定した。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の所在地が、次のように変更された。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により

指定した施術機関の施術所の名称が、次のように変更された。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（競争参加者の資格に関する審査等）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにして

おくものとする。

� 調達をする物品等（特例政令第２条第３号に規定する物品等

をいう。以下同じ。）又は特定役務（同条第４号 に

規定する特定役務をいう。以下同じ。）の種類

�～� 省略

７ 省略

（一般競争入札の公告）

第３条 特例政令第６条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日

から起算して少なくとも４０日（特例政令第２条第６号に規定する

一連の調達契約のうち、最初の契約に係る特例政令第６条の公告

において当該契約以外の契約に係る同条 の公告を入札

期日の前日から起算して少なくとも２４日前にする旨を規定した場

合における当該契約に係る一般競争入札にあっては、２４日）前に

県報によりしなければならない。ただし、急を要する場合は、そ

の期間を１０日までに短縮することができる。

（競争参加者の資格に関する審査等）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにして

おくものとする。

� 調達をする物品等（特例政令第２条第２号に規定する物品等

をいう。以下同じ。）又は特定役務（特例政令第２条第３号に

規定する特定役務をいう。以下同じ。）の種類

�～� 省略

７ 省略

（一般競争入札の公告）

第３条 特例政令第６条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日

から起算して少なくとも４０日（特例政令第２条第５号に規定する

一連の調達契約のうち、最初の契約に係る特例政令第６条の公告

において当該契約以外の契約に係る特例政令第６条の公告を入札

期日の前日から起算して少なくとも２４日前にする旨を規定した場

合における当該契約に係る一般競争入札にあっては、２４日）前に

県報によりしなければならない。ただし、急を要する場合は、そ

の期間を１０日までに短縮することができる。

介護機関の名称 介護機関の所在地 指定年月日

社 会 福 祉 法 人 同 心 会 西条市朔日市８９２番地２５ 平成３０年１２月１日

ひまわり歯科

（変更後）
東温市志津川南七丁目３
番地５

平成３０年１２月１日
（変更前）
東温市志津川字万能甲１２
１９番１

重信歯科医院

（変更後）
東温市志津川南三丁目２
番地２２

平成３０年１２月１日
（変更前）
東温市志津川７３３番地２１

施 術 機 関 施 術 所 変 更

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

藤 原 一 知

（変更後）
□○（かくま
る）堂接骨院

今治市栄町１－２－１０ 平成３０年
１１月１日（変更前）

藤原接骨院医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

いろは薬局大黒町店

（変更後）
八幡浜市大黒町三丁目１５
２６番地１５４

平成３０年１０月１日
（変更前）
八幡浜市１５２６－４

旭町内科クリニック

（変更後）
八幡浜市旭町三丁目１５１０
番地７３

平成３０年１１月１６日
（変更前）
八幡浜市沖新田１５１０－７３

愛 媛 県 報平成３１年２月１日 第３０４８号
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�愛媛県告示第７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地及び

居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地及び

介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

さ く ら 薬 局 西予市宇和町卯之町一丁
目４１０－１ 平成３０年１２月２日

伊 藤 医 院 南宇和郡愛南町御荘平城
３６０５番地２ 平成３０年１２月７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

森 岡 明

（変更後）
八幡浜市１５３６番地１９７

旭町内科クリニック

（変更後）
八幡浜市旭町三丁目１５１０番地
７３

平成３０年１１月１６日
（変更前）
西宇和郡伊方町高茂２１０番地
１７１

（変更前）
八幡浜市沖新田１５１０－７３

渡 部 良 平

（変更後）
東温市志津川南三丁目２番地
２２

重信歯科医院

（変更後）
東温市志津川南三丁目２番地
２２

平成３０年１２月１日
（変更前）
東温市志津川７３３番地２１

（変更前）
東温市志津川７３３番地２１

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

森 岡 明

（変更後）
八幡浜市１５３６番地１９７

旭町内科クリニック

（変更後）
八幡浜市旭町三丁目１５１０番地
７３

平成３０年１１月１６日
（変更前）
西宇和郡伊方町高茂２１０番地
１７１

（変更前）
八幡浜市沖新田１５１０－７３

渡 部 良 平

（変更後）
東温市志津川南三丁目２番地
２２

重信歯科医院

（変更後）
東温市志津川南三丁目２番地
２２

平成３０年１２月１日
（変更前）
東温市志津川７３３番地２１

（変更前）
東温市志津川７３３番地２１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

クオール株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番
１号 クオール薬局今治店 今治市北宝来町２－２－１ 平成３０年９月３０日

愛 媛 県 報平成３１年２月１日 第３０４８号
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�愛媛県告示第７５号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市金田町金川字荒神山乙５６７の９、乙５６７の１０

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

クオール株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番
１号 クオール薬局今治店 今治市北宝来町２－２－１ 平成３０年９月３０日

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５４９．５４ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２１．８２

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３７２．７２
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２１．９９

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０５．８６
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２７３．４４

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３８７．８０

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２６８．２１

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６３７．２７

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２１．６４ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７５．１０

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ７８０．２２ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ９３．６７
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八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １４．５２ 八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び

山田の各一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５７．９４

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６０４．５４

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １２３．１８

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １８．０８ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．８４ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２．５０ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５７９．２５

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４２．７６

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９４１．４１ 上浮穴郡�万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大

野ヶ原の一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ４８．８２

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．１０

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 ２０．０４ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９２

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡�万高原町（東明神、西明神、入野、�万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 ２１．１０ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

愛 媛 県 報平成３１年２月１日 第３０４８号

６６



��������������

�愛媛県告示第７７号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７９号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予

地方局今治土木事務所及び上島町役場において告示の日から起算し

て３週間公衆の縦覧に供する。

平成３１年２月１日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

上島町

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０番

代表者 上島町長 宮脇 馨

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１８５番５

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施工区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島２８００－３番地先公有水面

イ 区域

次の１点から１３点を結ぶ線と１３点から１点を結ぶ公有水面

との境界線（平成２９年秋分の日 満潮位 Ｄ．Ｌ．４．０５メー

トルにて決定）により囲まれた区域

基点（国土地理院「高側」四等三角点、越智郡弓削町大字

佐島字高側甲６９０番地）は、北緯３４度１５分１７．７４７０秒、東経１３

３度１１分３１．２９７３秒の地点

１点は、基点から真北１０７度１０分１１秒、４７２．２５メートルの

地点

２点は、１点から真北２１３度００分４３秒、３．５８メートルの地

点

３点は、２点から真北２０９度３２分２１秒、４．４６メートルの地

点

４点は、３点から真北２０４度４１分０４秒、４．３２メートルの地

点

５点は、４点から真北１９８度１９分３４秒、４．３３メートルの地

点

６点は、５点から真北１９３度０７分０２秒、１．６５メートルの地

点

７点は、６点から真北１８９度０４分２６秒、３．３２メートルの地

点

８点は、７点から真北１８４度４６分５５秒、２．６２メートルの地

点

�愛媛県告示第７８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第４項及び第６項の規定により、漁船損害補償法による加入区の変更（昭和３６年２月愛

媛県告示第１５７号）の一部を次のように改正する。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

区 域 区 分

弓削区域（弓削漁業協同
組合の地区） 小型定置漁業

改 正 後 改 正 前

加入区の名称 同上加入区の区域 加入区の名称 同上加入区の区域

周桑郡 周桑郡

省略 省略

吉井

河原津

〃 〃 広江及び今在家の区域

〃 三芳町河原津の区域

省略 省略

西条市 西条市

省略

禎瑞

河原津

省略

〃 河原津、広江及び今在家の区域

省略

禎瑞 省略

省略 省略
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９点は、８点から真北１８１度２０分０３秒、３．２２メートルの地

点

１０点は、９点から真北８８度５１分１５秒、１．００メートルの地点

１１点は、１０点から真北１７８度３９分４８秒、２．４０メートルの地

点

１２点は、１１点から真北２６８度５４分４１秒、１．００メートルの地

点

１３点は、１２点から真北１７６度５１分１７秒、１．８４メートルの地

点

ウ 面積

３９．７８平方メートル

� 埋立てに関する工事の施工区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島２７５６番から２８００－３番地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＦ点を順次直線で結んだ線並びにＦ点とＡ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「高側」四等三角点、越智郡弓削町大字

佐島字高側甲６９０番地）は、北緯３４度１５分１７．７４７０秒、東経１３

３度１１分３１．２９７３秒

Ａ点は、基点から真北１０４度３８分４２秒、４７２．６０メートルの

地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１０５度１０分１９秒、４９．６９メートルの地

点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１９５度１０分２０秒、７２．３８メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２８５度１０分１９秒、４５．２３メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３４２度４１分４４秒、２２．６０メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３度０１分５０秒、２０．３７メートルの地

点

ウ 面積

４，０２２．４７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 １７．６３平方メートル

護岸用地 ２２．１５平方メートル

４ 出願年月日

平成３１年１月７日

�愛媛県告示第８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３１年２月１日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第８１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３１年２月１日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第２２号

平成３１年１月２２日
伊予郡松前町大字浜字一町六反８４７番１

岡山県岡山市北区今八丁目１４番３９号

中四国セキスイハイム不動産株式会社

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第２３号

平成３１年１月２２日
伊予郡松前町大字北川原字原端９９４番１

松山市星岡二丁目１２番８号
ピスケース１０２号
玉 森 郁 哉
玉 森 知 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市平野町野田乙５９７番から

同市平野町野田乙５９２番１まで

旧 ５６．７～９０．７ ０．２２８

新 ５６．８～１２１．３ ０．２２８
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３１年２月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県漁業取締船用燃料の購入

� 購入物品名及び数量

軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）

約 ４２７，０００リットル

この数量は、過去１年間の購入実績に基づく数量であり、平

成３１年度の納入量を保証するものではない。

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

� 納入場所

松山港及び宇和島港の愛媛県漁業取締船桟橋又は愛媛県が指

定する愛媛県海域

� 入札方法

ア 入札は、愛媛県電子入札システムによる電子入札により行

うこと。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負等編）

（以下「運用基準」という。）７�又は�の規定により紙入
札による参加承諾を受けた者にあっては、紙入札を行うこと

ができる。

イ 入札金額は、１００リットル当たりの単価で記載すること。

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

なお、契約単価は、入札書に記載された金額を１００で除し、

１リットル当たりの単価とする。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９～３１年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成３１年３月２０日（水）午前９時か

ら同月２２日（金）午後１時５９分まで

紙入札による場合は、平成３１年３月２２日（金）午後１時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成３１年３月２２日（金）午後２時００分

愛媛県庁舎 総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成３１年３月１４日（木）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

運用基準７�又は�の規定により紙入札による入札が承諾
された者は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限る。）に

より提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： Light

Oil（tax exempted， JIS K２２０４ No．２） approximately

４２７，０００L

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，２２March２０１９

� For further information， please contact： Supplies

愛 媛 県 報平成３１年２月１日 第３０４８号
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公安委員会規則

公安委員会告示

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�愛媛県公安委員会告示第１号
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の２９第１項の規定に

より、次のとおり地域交通安全活動推進委員を委嘱した。

平成３１年２月１日

愛媛県公安委員会委員長 渡 部 智磨子

１ 委嘱期間

平成３１年２月１日から平成３３年１月３１日までの間

２ 活動区域ごとの地域交通安全活動推進委員の氏名及び連絡先

� 愛媛県四国中央警察署の管轄区域

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年２月１日

愛媛県公安委員会委員長 渡 部 智磨子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 八幡浜警察署

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 八幡浜警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

みなと交番 八幡浜市沖新田 省略 駅前交番 八幡浜市江戸岡一丁目 省略

省略 省略

�～� 省略

別表第２（第２条関係）

警備派出所、検問所及び警察官連絡所

�～� 省略

別表第２（第２条関係）

警備派出所、検問所及び警察官連絡所

名 称 位 置 名 称 位 置

省略 省略

八幡浜警察署水上警備派出所 八幡浜市沖新田

四国中央警察署川之江検問所 四国中央市川之江町 西条西警察署小松検問所 西条市小松町新屋敷

省略 省略

西予警察署江良検問所 西予市宇和町伊賀上

省略 省略

大洲警察署参川警察官連絡所 省略 大洲警察署参川警察官連絡所 省略

八幡浜警察署駅前警察官連絡所 八幡浜市江戸岡一丁目

省略 省略

氏 名 連 絡 先

石 川 健 二 愛媛県四国中央警察署交通課

〒７９９－０４０５

四国中央市三島中央五丁目４番２０号

（電話番号 ０８９６－２４－０１１０）

合 田 八重子

坂 上 宏

佐々木 弘

篠 原 重 春
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� 愛媛県新居浜警察署の管轄区域

� 愛媛県西条警察署の管轄区域

� 愛媛県西条西警察署の管轄区域

� 愛媛県今治警察署の管轄区域

進 藤 武

� 橋 幸 正

長 野 亨

東 野 貞 夫

藤 田 洋 春

星 川 義 明

宮 � 始

森 実 勝 行

氏 名 連 絡 先

伊 藤 方 正 愛媛県新居浜警察署交通課

〒７９２－００２６

新居浜市�保田町三丁目９番８号

（電話番号 ０８９７－３５－０１１０）

織 田 秀 子

亀 田 広 顕

川 口 和 恵

河 端 秀 子

近 藤 千恵子

佐々木 つや子

佐々木 延 之

� 嶋 正 博

谷 村 ツユ子

土 岐 晴 啓

直 野 菅 男

永 井 伸 宏

永 易 万佐子

三 木 章 市

村 上 義 則

山 下 秀 樹

氏 名 連 絡 先

伊 藤 裕 樹 愛媛県西条警察署交通課

〒７９３－００２８

西条市新田１３３番地１

（電話番号 ０８９７－５６－０１１０）

越 智 靖 子

藏 本 美紀江

斉 藤 孝

平 孝 志

� 木 治 雄

丹 利 廣

松 本 秀 俊

氏 名 連 絡 先

一 色 守 愛媛県西条西警察署交通課

〒７９９－１３７１

西条市周布３４９番地１

（電話番号 ０８９８－６４－０１１０）

近 藤 文 男

佐 伯 信 光

佐 伯 隆 三

高 村 美 登

谷 口 正 弘

渡 部 勝

氏 名 連 絡 先

阿 部 利 行 愛媛県今治警察署交通課

〒７９４－００４２

今治市旭町一丁目４番地２

（電話番号 ０８９８－３４－０１１０）

岡 田 泰 司

越 智 典 子

越 智 紀 方

川 本 登倭子

菊 川 勝 也

阪 尾 元 宏

武 内 隆 夫

武 田 徳 夫
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� 愛媛県伯方警察署の管轄区域

� 愛媛県松山東警察署の管轄区域

� 愛媛県松山西警察署の管轄区域

武 部 忍

田 中 弘

田 中 良 明

中 川 豊 和

平 塚 忠 敏

廣 川 忠 臣

松 田 俊 一

眞 鍋 知

村 上 須磨子

八 塚 誠 一

吉 村 尚 子

渡 邉 守

氏 名 連 絡 先

竹 林 彰 子 愛媛県伯方警察署交通課

〒７９４－２３０５

今治市伯方町木浦甲４６３９番地１

（電話番号 ０８９７－７２－０１１０）

田 所 基 家

松 山 一 志

八 塚 哲 夫

栗 林 信 子

栗 林 弘 之

古 鎌 � 志

鈴 木 英 治

伊 達 美 幸

坪 田 力 衛

土 居 知惠美

友 澤 光 則

中 岡 実

中 野 正

中 原 勇

西 原 俊 一

兵 頭 �美子

松 本 健 吾

宮 内 宏

宮 平 藤 代

宮 本 悦 子

宮 本 公美子

宮 脇 静 男

三 好 義 博

矢 野 健 二

山之内 玲 子

氏 名 連 絡 先

相 原 幸 子 愛媛県松山東警察署交通第一課

〒７９０－８５５１

松山市勝山町二丁目１３番地２

（電話番号 ０８９－９４３－０１１０）

秋 山 恭 子

井 上 博 文

大 内 茂 美

大 内 武

大 西 良 和

岡 本 直 美

門 屋 榮 子

木 村 達

氏 名 連 絡 先

池 本 盛 重 愛媛県松山西警察署交通課

〒７９１－８０５２

松山市須賀町５番３６号

（電話番号 ０８９－９５２－０１１０）

石 � 智 行

井 原 清 彦

小 川 陽 一

越 智 公 夫
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� 愛媛県松山南警察署の管轄区域

� 愛媛県�万高原警察署の管轄区域

� 愛媛県伊予警察署の管轄区域

� 愛媛県大洲警察署の管轄区域

梶 原 富 彦

門 田 真知江

川 本 三 美

子 川 和 子

谷 口 勝 彦

友 澤 竹 男

中 井 良 則

中 田 � 和

中 矢 嘉代子

藤 本 繁 丸

松 岡 隆

村 上 京 子

森 哲 郎

八 木 孝 教

山 中 格

和 田 純 子

渡 部 啓 一

永 木 武

永 田 サツキ

野 本 益 子

林 晴 夫

袋 田 � 夫

屋 内 福 明

山 口 宗 広

� 田 ヨシエ

吉 野 總 司

渡 部 正

氏 名 連 絡 先

相 原 宏 愛媛県松山南警察署交通課

〒７９１－１１０４

松山市北土居三丁目６番１７号

（電話番号 ０８９－９５８－０１１０）

相 原 康 子

青 木 玲 子

朝 村 篤

宇和川 豊

大 野 啓 吾

門 田 俊 男

吉 良 峻 彦

栗 原 陽 一

河 野 正 勝

氏 名 連 絡 先

大 西 和 孝 愛媛県�万高原警察署地域交通課

〒７９１－１２０１

上浮穴郡�万高原町�万５４２番地４

（電話番号 ０８９２－２１－０１１０）

河 野 勝 利

正 岡 健 司

村 田 勝

氏 名 連 絡 先

大 森 義 一 愛媛県伊予警察署交通課

〒７９９－３１１１

伊予市下吾川９６０番地

（電話番号 ０８９－９８２－０１１０）

折 井 敬

篠 � 洋 史

隅 田 愛 子

徳 野 宜 武

早 瀬 雄 朗

美 濃 勝 則

矢 野 正 次

吉 岡 一 成

渡 辺 洋
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選挙管理委員会告示

� 愛媛県八幡浜警察署の管轄区域

� 愛媛県西予警察署の管轄区域

� 愛媛県宇和島警察署の管轄区域

� 愛媛県愛南警察署の管轄区域

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成３１年２月１日

氏 名 連 絡 先

池 永 壽 子 愛媛県大洲警察署交通課

〒７９５－００６４

大洲市東大洲１６８６番地１

（電話番号 ０８９３－２５－１１１１）

上 田 光 明

神 山 俊 雄

幸 田 小太郎

笹 本 智 章

中 岡 静 志

橋 本 � 一

松 本 武

山 田 孝 雄

山 本 秀 則

氏 名 連 絡 先

井 上 源 吉 愛媛県八幡浜警察署交通課

〒７９６－８００２

八幡浜市広瀬二丁目１番５号

（電話番号 ０８９４－２２－０１１０）

岩 田 勇 雄

岩 見 光 夫

宇都宮 忠 教

西園寺 公 作

玉 木 國 一

西 田 勝 俊

村 田 優 一

氏 名 連 絡 先

宇都宮 弘 和 愛媛県西予警察署交通課

〒７９７－００１５

西予市宇和町卯之町四丁目６５９番地

（電話番号 ０８９４－６２－０１１０）

河 野 直 樹

酒 井 直 文

氏 名 連 絡 先

浅 野 富 蔵 愛媛県宇和島警察署交通課

〒７９８－００７４

宇和島市並松二丁目１番３０号

（電話番号 ０８９５－２２－０１１０）

宇都宮 忍

大 野 正 志

岡 村 晴 子

清 家 千代治

谷 内 鈴 子

太 場 克

豊 田 千 恵

中 村 好 次

二 宮 俊 明

増 澤 達 夫

宮 口 博 孝

宮 崎 友 明

宮 � 富士夫

森 藤 裕 子

氏 名 連 絡 先

裡 田 日出夫 愛媛県愛南警察署地域交通課

〒７９８－４１１０

南宇和郡愛南町御荘平城２９８２番地２

（電話番号 ０８９５－７２－０１１０）

坂 尾 英 治

西 村 信 男

吉 田 増 雄

兵 頭 洋

藤 元 透 吉

不 破 克 則
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愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成３１年２月１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県測量設
計業支部 大 野 二 郎 主たる事務所の所在地 松山市二番町四丁目４－４ 松山市三番町四丁目４－７ 平成３０年１１月２１日

自由民主党愛媛県建設関
係支部 中 畑 健 右 主たる事務所の所在地 松山市二番町四丁目４－４ 松山市東野六丁目５－５ 平成３０年１１月２９日

自由民主党愛媛県港湾建
設支部 平 野 武 邦 主たる事務所の所在地 松山市二番町四丁目４－４ 松山市東野六丁目５－５ 平成３０年１１月２９日

自由民主党土居支部 森 � 康 行 主たる事務所の所在地 四国中央市土居町入野１３９－６ 四国中央市土居町入野８５９－１ 平成３０年１２月５日

自由民主党愛媛県砕石工
業支部 岡 寛 主たる事務所の所在地 松山市千舟町四丁目４－１ 松山市三番町四丁目４－７ 平成３０年１２月１２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

中田広後援会 佐々木 史 仁 会 計 責 任 者 中 田 典 子 木 村 武 士 平成３０年８月１５日

大政ひろふみ後援会 大 政 博 文 会 計 責 任 者 大 政 典 邦 大 政 秀 夫 平成３０年１２月１日

きくち伸英後援会 田 村 正 弘 会 計 責 任 者 野 中 秀 晃 櫻 田 秀 隆 平成３０年１２月１日

毛利修三後援会 水 谷 浩 主たる事務所の所在地 宇和島市吉田町東小路甲１４８－
１ 宇和島市吉田町本町１－５ 平成３０年１２月１日

幸福実現党新居浜後援会 白 石 則 廣 主たる事務所の所在地 新居浜市船木甲４６８１－１ 新居浜市萩生２０２５－２ 平成３０年１２月５日

代 表 者 白 石 則 廣 岡 周 平

会 計 責 任 者 白 石 則 廣 岡 公 子

田中みき後援会 田 中 美 紀 会 計 責 任 者 � 田 恵 子 白 川 美智留 平成３０年１２月６日

田窪秀道後援会 田 窪 秀 道 主たる事務所の所在地 新居浜市多喜浜四丁目７－３４ 新居浜市多喜浜三丁目４－３９ 平成３０年１２月９日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

博友会 大 政 博 文 大 政 典 邦 伊予郡松前町大間２２６－１ 平成３０年１２月１０日

浜田まさこ後援会 白 石 啓 子 叶 谷 信 之 西条市新田１９７ー４ 平成３０年１２月１７日

大橋まきサポーターズクラブ 大 橋 麻 輝 大 橋 経 子 今治市常盤町一丁目６－７ 平成３０年１２月２１日

大木けんたろう後援会 草 野 康 一 草 野 康 一 松山市道後湯月町４－１６ 平成３０年１２月２６日
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公営企業管理規程

雑 報

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成３１年２月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に

基づき、同法第１７条第１項の規定による政治団体の収支に関する報

告書の要旨を次のとおり公表する。

平成３１年２月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

政治団体の収支報告書の要旨

第１７条関係

� 平成３０年中解散に係るもの

ア その他の政治団体

政治団体の名称 浜田まさこ後援会

報告年月日 Ｈ３０．１２．２７（Ｈ３０．１２．２７解散）

１ 収 入 総 額 ０円

２ 支 出 総 額 ０円

�公 告

平成３０年度行政書士試験合格者の公示について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から一般財団法人行政書士試験研究センターに委任された

行政書士試験の合格者を次のとおり公示する。

平成３１年２月１日

一般財団法人行政書士試験研究センター

理事長 磯 部 力

田中かつひこ後援会 坂 東 啓 司 代 表 者 坂 東 啓 司 大 嶋 慶 太 平成３０年１２月２０日

�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成３１年２月１日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

浜 田 ま さ こ 後 援 会 白 石 啓 子 平成３０年１２月２７日

改 正 後 改 正 前

（契約）

第１７６条 公営企業の業務に係る契約については、愛媛県会計規

則、愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

（平成７年愛媛県規則第６９号）、愛媛県土木部工事執行事務取扱

要綱（昭和５６年愛媛県訓令第３５号）、愛媛県工事執行規程（昭和

３９年８月愛媛県告示第６９５号）、愛媛県工事検査規程（昭和６３年

４月愛媛県告示第５０９号）その他愛媛県の契約の例によるものと

する。

（契約）

第１７６条 公営企業の業務に係る契約については、愛媛県会計規

則

、愛媛県土木部工事執行事務取扱

要綱（昭和５６年愛媛県訓令第３５号）、愛媛県工事執行規程（昭和

３９年８月愛媛県告示第６９５号）、愛媛県工事検査規程（昭和６３年

４月愛媛県告示第５０９号）その他愛媛県の契約の例によるものと

する。

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

７５１００１８ ７５１００８８ ７５１０１６２ ７５１０２９４

７５１００２１ ７５１００９０ ７５１０１６５ ７５１０３０７

７５１００４５ ７５１００９２ ７５１０１６９ ７５１０３０８

７５１００４９ ７５１０１１８ ７５１０１７３ ７５１０３２１

７５１００５９ ７５１０１２１ ７５１０１８７ ７５１０３２３
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７５１００６３ ７５１０１２４ ７５１０２２１ ７５１０３３９

７５１００７０ ７５１０１２９ ７５１０２３８ ７５１０３６５

７５１００７８ ７５１０１３７ ７５１０２４１ ７５１０３８６

７５１００８０ ７５１０１４４ ７５１０２８５

７５１００８５ ７５１０１４５ ７５１０２９０

平成３１年２月１日 発行
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